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　　　　　　　　／第２回　７月３日（月）～７月21日（金）
　　　　　供給グループ枠／３月１日（水）～７月21日（金）
申込条件●県内に本社を置く建材所、建築士、大工・工

務店によって建築・施工管理がされ、建築現
場を見学会など展示ＰＲの場として提供でき
ることなど。詳しくは下記までお問い合わせ
いただくか、インターネットのホームページ
をご覧ください。

申込・Yあきた県産材利用センター
　　　　　1018－837－8095　5018－837－8094
　　　　　　URL　　http://www.kensanzai.com/

◆「あきた女性チャレンジサイト」を開設しました
　秋田の女性の皆さんが、新しい発想や能力を活かし
て、さまざまな分野へチャレンジすることを応援する総
合情報サイトです。皆さんがチャレンジしたいときに役
立つ、支援機関や支援制度などをご紹介しています。あ
なたのチャレンジを始めるために、ぜひアクセスしてみ
てください。
　　　URL　　http://www.akita-challenge.jp
Y県生活環境文化部　男女共同参画課
　　1018－860－1556　5018－860－3895

◆国家公務員採用試験を行います
　人事院では、国家公務員試験を次のとおり行います。
なお、申込用紙の請求や受験資格等の詳しい内容につい
ては、人事院東北事務局までお問い合わせいただくか、
人事院ホームページをご覧ください。

試験名 受付期間 第１次試験
Ⅰ種試験 ４月３日（月）

４月30日（日）
（大学卒業程度） 　～４月10日（月）
Ⅱ種試験 ４月14日（金）

６月18日（日）
（大学卒業程度） 　～４月25日（火）
Ⅲ種試験 ６月20日（火）

９月３日（日）
（高校卒業程度） 　～６月27日（火）
Y人事院東北事務局　第二課　試験係
　　1022－221－2022
　　　URL　　http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm

◆自衛官幹部候補生を募集します
○一般・技能幹部候補生（音楽・パイロット要員含む）
　受付期間●４月１日（土）～５月12日（金）
　試験期日●１次試験　５月20日（土）～21日（日）
　応募資格●
　・20歳以上26歳未満〔22歳未満は大卒者（見込み含む）〕
　・大学院修士課程修了者（見込み）は28歳未満
○歯科・薬剤科幹部候補生
　受付期間●４月１日（土）～５月12日（金）
　試験期日●１次試験　５月20日（土）
　応募資格●
　・歯　科　専門の大学卒（見込み）で20歳以上30歳未満

　・薬剤科　専門の大学卒（見込み）で20歳以上26歳未満
Y自衛隊秋田地方連絡部　大仙募集事務所
　　10187－63－1313

◆若年者就職促進訓練の受講生を募集しています
　若年者の方を対象に、専門学校等で座学訓練（３カ月）
と企業での職場実習（１・２カ月）を組み合わせて実施
し、関連資格の習得と実践的スキルの把握を目指す新し
い公共職業訓練です。特に、企業での職場実習で身に付
く実践的なノウハウを武器に、就職活動を有利に進めて
いくことを目的とします。
対象者●原則35歳以下の求職者で、管轄する公共職業安

定所長の指示・推薦を受けることができる方
受講料●無料（テキスト代の実費が必要です）
コース●情報ビジネス実務科、情報事務実務科、ビジネ

スプレゼン実務科、医療事務実務科、介護サー
ビス実務科、建築ＣＡＤ実務科、建築・機械Ｃ
ＡＤ実務科

　　　　※地区によっては設定されていないコースも
　　　　　あります
申込・Yハローワーク大曲　10187－63－0335
　　　　独立行政法人　雇用・能力開発機構
　　　　　秋田センター　1018－836－3187

◆「道路ふれあい月間」推進標語を募集します
　道路は国民共有の、つまりあなたの財産です。国土交
通省では、「道路ふれあい月間」推進標語を次のとおり募
集します。入賞作品はポスターやチラシ等により幅広く
活用されます。
応募方法●官製はがき１枚に、標語１点と氏名、住所、

電話番号、性別、年齢、職業を記入のうえ郵
送してください。また、インターネットの
ホームページでも受け付けています。

応募締切●３月31日（金）　※当日必着
応募先●〒107－0052　東京都港区赤坂１丁目６番19号
　　　　ＫＹ溜池ビル３階　道路広報センター
　　　　平成18年度「道路ふれあい月間」推進標語募集係
　　　URL　　https://ssl.jolls.co.jp/hyougo/index.html
Y国土交通省道路局　道路交通管理課
　　103－5253－8111 （内線37423）

◆秋田県立近代美術館から展覧会のご案内
○企画展「きえるかたち＆ゆがむかたち」
　　抽象的作品の「美しさを感じて」ください。
　期　間●４月２日（日）まで
○コレクション展「平福穂庵展」
　　秋田を代表する日本画家「平福穂庵」の作品をぜひご
覧ください。
　期　間●４月23日（日）まで
Y秋田県立近代美術館（秋田ふるさと村内）
　　10182－33－8855
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ましょう。（低金利で、しかも高額を貸し付けるかのよ
うな広告に注意しましょう。）
②融資をする前に、さまざまな口実でお金を振り込ませ
ようする手口に注意しましょう。（保証料、保険料など
の名目で必ずお金を要求してきます。）
③「貸します詐欺」かもしれないと感じたら、送金の前に
　下記までお問い合わせください。

Y「貸します詐欺」被害ホットライン
　　平日：午前９時～正午、午後１時～午後４時30分
　　　103－5320－4775（東京都貸金業対策課）

◆「すこやか仙北っ子！元気がでる講演会」を
　開きます
　県では、すべての県民が結婚や子育てに夢が持てるよ
うな地域社会をめざした県民運動を展開しています。
　仙北地域では、未来に大きな夢と希望を持っている高
校生の皆さんからお集まりいただき「元気が出る講演会」
を次のとおり開きますので、一緒に考えたり意見交換を
してみませんか。
日　時●３月18日（土）　午後１時30分～午後３時30分
会　場●大曲プラザたつみ（大仙市大曲通町８－15）
内　容●講演：Ｙｏｕ　ａｒｅ　ＯＫ！
　　　　　　　　秋田の若者～君が未来の秋田を創る～
　　　　講師：文教大学人間科学部臨床心理学科
　　　　　　　　秋山　邦久　氏
参加資格●大仙市、仙北市、美郷町の高等学校２年生
　　　　　※保護者の方も参加できます
申込方法●保護者で参加される方やお問い合わせは下記

までご連絡ください。
申込期限●３月10日（金）
申込・Y県仙北地域振興局福祉保健部　企画福祉課
　　　　　10187－63－5355　50187－62－5241

◆「あきたの環境を考える集い」を開きます
　淑徳大学の北野大教授を講師に迎え「地球環境を救う新
しいライフスタイルへ」と題した講演や「環境あきた県民
塾」などについて紹介します。
日　時●３月18日（土）　午後１時30分～午後４時
会　場●秋田市文化会館（秋田市山王７丁目３－１）
入場料●無料　※先着400人
Y県生活環境文化部　環境あきた創造課　
　　1018－860－1574

◆家を建てる人に「秋田スギ内装材」を
　プレゼントします
　県では「秋田スギの家づくり」を応援しています。
　乾燥秋田スギ認証製品の柱材、または秋田スギの集成
柱材を使用し、かつ構造材に乾燥秋田スギをおおむね70
％以上使用して県内に住宅を新築、もしくは全面的に改
築する施主に、秋田スギ内装材をプレゼントします。
供給数量●内装材は１戸当たり216,000円（税込）相当を上

限とします。
申込期間●一般枠／第１回　３月１日（水）～３月22日（水）

◆農業用軽油の軽油引取税免税証交付について
　先に申請された平成18年分農業用軽油の軽油引取税免
税証を、次のとおり交付します。
　また、これから軽油引取税免税証の交付申請をされる
方は、必要な書類を準備の上、県仙北地域振興局県税課
で手続きしてください。
○免税証交付
　日　時●３月17日（金）　午後１時～午後３時30分
　会　場●役場仙南庁舎　３階会議室
　持参するもの●印鑑、交付申請した時の説明書
○これから申請される方へ
　軽油引取税免税証の申請には次のものが必要です。
①免税軽油使用者証（初めて申請する方は不要）
②印鑑（共同で申請する方は全員分のものが必要）
③耕作証明書（共同で申請する方は全員分のものが必要）
　※町農業委員会（役場仙南庁舎２階）で交付します
④平成17年中に購入した免税軽油の納品書
　　（初めて申請する方は不要）
⑤平成17年中の免税軽油の引取り等に係る報告書
　　（平成17年の免税証と一緒にお渡ししています。
　　なお、初めて申請する方は不要）
⑥免税軽油使用者証の交付手数料
　　（県証紙400円。ただし、使用者証の有効期限が平成19
　　年中になっている方で記載内容に変更のない方は不要）
⑦農業用機械の購入証明書
　　（始めて申請する方、農業用機械の更新や追加などを
　する方は必ず用意してください。）
※申請受付日に都合のつかなかった方は、必要な書類を
ご準備の上、県仙北地域振興局県税課の窓口までおい
でください。

Y県仙北地域振興局　県税課　10187－63－5222

◆「貸します詐欺」にご注意ください
　最近、大手金融機関などを装って「お金を貸します」と
いった内容の偽ダイレクトメールや携帯メールなどを送
りつけて、保証金などの名目でお金をだまし取る新手の
手口が急増しています。
　このような詐欺行為を「貸します詐欺」といい、新入学
生や新社会人が社会に出るこの時期に被害の増加が予想
されますので、十分に注意してください。
①取引関係のないところから突然送られてくる「お金貸し
ます」とのダイレクトメール・携帯メールなどに注意し


